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史跡中里貝塚整備基本計画策定委員会  

第１回会議次第  

 

令和２年７月１５日（水）  

 

 

１． 議  事  

 

〇「報告事項及び内容などに関するご説明」で以下の議題について説明。 

 

（１） 史跡中里貝塚整備基本計画策定委員・「史跡中里貝塚整備基本計画策

定委員会設置要綱」について（報告）〈資料１〉  

 

（２） 史跡中里貝塚整備基本計画の策定について（報告）  

 

（３） 今後の予定について（報告）＜資料２＞  

 

 

２． 次回委員会について  

 

○次回委員会  令和２年８月３日（月）午後２時～（予定）   

飛鳥山博物館３Ｆ会議室   

 



報告事項及び内容等に関するご説明 

 
議事（１）史跡中里貝塚整備基本計画策定委員・「史跡中里貝塚整備基本計画策定 

      委員会設置要綱」について（報告） 

 

 構成について                                  

  資料１「史跡中里貝塚整備基本計画策定委員会 名簿」にあるように、「史跡中里貝塚

整備基本計画策定委員会設置要綱」（以下、設置要綱という）第３条に基づき、学識経

験者３名、一般５名（地元代表２名、公募２名、近隣小中学校長１名）の、計８名で構

成。 

  

 委員長・副委員長の選出について                                

   設置要綱第４条には、「策定委員会に委員長及び副委員長を置く。」とある。 
  

 〇委員長 

委員長については、設置要綱第４条２「委員長は、委員の中から互選により選出する。」

とあり、本来ならば委員が集まっての会議において、選出されるものである。しかしこの

たびは、新型コロナウィルスの影響により会議の開催が困難であるため、昨年度の中里貝

塚保存活用計画策定委員会で副委員長を歴任した「石川日出志 委員」を、委員長に指名

することを委員各位にお諮りいたしたい。 
 

〇副委員長 

副委員長については、設置要綱第４条４「副委員長は、委員の中から委員長が指名す

る者とする。」とあることから、次回（第２回）において選出することとする。 
 

 

議事（２）史跡中里貝塚整備基本計画の策定について（報告） 

 

 過日送付の開催通知では、本計画策定において、その経緯と目的について、第１回にて

審議する予定としていたが、次回（第２回）に繰り越すことといたしたい。 
 

 

議事（３）今後の予定について（報告） 

 

  資料２「今後の予定」にあるように、今後の策定委員会（全５回）および、ワーク

ショップ（地元勉強会、全４回）の議事を通して計画書の素案を作成し、令和２年度

末までに計画書を刊行したい。 

以上 
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史跡中里貝塚整備基本計画策定委員会設置要綱 

 

２北教教博第１３４３号 

令 和 ２ 年 ６ 月 １ ９ 日 

教 育 長 決 裁 

 

 （設置） 

第１条 史跡中里貝塚整備基本計画（以下「整備基本計画」という。）の策定に資するた 

 め、東京都北区中里貝塚整備基本計画策定委員会（以下「策定委員会」という。）を設置 

する。 

 

 （所掌事務） 

第２条 策定委員会の所掌事務は、次に掲げるものとする。 

（１）整備基本計画の策定に関すること。 

（２）その他東京都北区教育委員会（以下「教育委員会」という。）が必要と認めること。 

 

 （組織） 

第３条 策定委員会は、１０名以内の委員をもって組織する。 

２ 委員は、学識経験者、地域関係者及び関係団体等から教育委員会が委嘱又は任命する。 

 

 （委員長及び副委員長） 

第４条 策定委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長は、委員の中から互選により選出する。 

３ 委員長は、策定委員会の会務を総理し、策定委員会を代表する。 

４ 副委員長は、委員の中から委員長が指名する者とする。 

５ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは委員長の職 

務を代理する。 

 

 （会議） 

第５条 委員会の会議は、委員長が招集する。 

２ 会議の議長は、委員長がその任にあたる。 

３ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、その意見又 

は説明を聴くことができる。 

４ 委員長は、やむを得ない事由により会議を開く暇のない場合においては、事案の概要を

記載した書面を委員等に送付し、その意見を徴し、または賛否を問い、その結果をもって

会議の議決に代えることができる。 

 

 （庶務） 

第６条 策定委員会の庶務は、北区飛鳥山博物館において処理する。 



 

 （委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が 

別に定める。 

 

  付 則（令和２年６月１９日教育長決裁２北教教博第１３４３号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和２年６月１９日から施行する。 

 （この要綱の失効） 

２ この要綱は、整備基本計画の策定日限り、その効力を失う。 
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  事業スケジュール

※事業の進捗状況や新型コロナウィルスの感染状況により、日程や内容が変更になる可能性があります。

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月

計画準備

整備基本計画の検討

計画書の素案作成

ワークショップ

計画書の編集・とりまとめ

印刷製本

２月 ３月

策定委員会

第1回委員会
・委員の紹介
・スケジュール確認など

第２回委員会

・整備の基本方針など

（目次案：第１章～第４

第３回委員会

・整備基本計画など

（目次案：第5章［前半］）

第４回委員会
・整備基本計画など

（目次案：第5章［後半］）

第5回委員会

・計画書の確認

（現地視察）

教
育
委
員
会
報
告

2/26

文
教
子
ど
も

委
員
会
報
告

3/1
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第３章 史跡等の概要および現状と課題 

第１節 史跡等指定の状況  
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第 10節 管理運営に関する計画 
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参考文献一覧 

図表出典 

第２回（８月上旬） 

第３回（９月下旬） 

第４回（11月中旬） 

第５回（２月上旬） 



 

 

第１回史跡中里貝塚整備基本計画策定委員会 

議事に対する意見書 

 

 

私は、第１回史跡中里貝塚整備基本計画策定委員会の報告事項（１）（２）（３）につい

て、以下の通り意見します。 

 

令和２年 ７月  日 

 

                    氏名             ㊞ 

 

 

 

議事（１）史跡中里貝塚整備基本計画策定委員・「史跡中里貝塚整備基本計画策定委員会設 

置要綱」について 

議事（２）史跡中里貝塚整備基本計画の策定について 

議事（３）今後の予定について 
 
 
   
  □ 承認する 

□ 下記の通り、意見する 

 

    その他の意見 


